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地域公共交通活性化・再生
に向けた国の取組支援等について
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１．地域公共交通活性化・再生法の概要及び
地域公共交通活性化・再生総合事業の概要



・自家用乗用車の普及等により、日常生活にお
ける自家用乗用車への依存が高まっており、長
期的に公共交通の利用者は減少傾向

公共交通からマイカーへシフト

・地方鉄軌道事業者の約8割が赤字
・乗合バス事業者の民事再生法・会社更生法
等の法的整理が続出
・一般旅客定期航路事業者の約7割が赤字

交通事業者の厳しい経営状況

・地方都市、過疎地域における交通
空白地帯の出現
・都市部における交通渋滞等に
よるバスの走行環境の悪化 等

公共交通サービスの低下

地域公共交通を取り巻く環境の変化

自家用自動車の普及により、公共交通の維持が困難になる等、地域公共交通を巡る環境は危機的な状況
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６７％減

１７％減 ４１％減

※昭和62年度から平成19年度の期間に廃止・開業
等に伴う営業路線の変化がない事業者（72社）

今後の社会環境の変化等に適切に対応していくためには、地域公共交通の活性化・再生が必要不可欠

高齢化率（65歳以上の割合）
2000年 17.3％ 2007年 21.5％ 2015年 26.9％

■急速に社会の高齢化が進んでいる。

資料）平成２０年版 高齢社会白書

■運輸部門におけるＣＯ２排出量の約半分

は自家用乗用車から。

■自家用乗用車と比較すると、鉄道・バスの

ＣＯ２排出量は極めて少ない。
自家用乗用車に比べて、

バスは ３／１０ 鉄道は１／１０

■走行キロあたりの死亡事故件数は、

自家用乗用車より公共交通の方が少ない。

■高齢者の死亡事故が急増。
高齢者（７５歳以上）の運転者による死亡事故は１０年前の
１．５倍（Ｈ１９年で４２２件）に増加

資料）平成２０年１２月 高齢運転者の支援に関する検討委員会報告書

安全な交通の確保ＣＯ２排出量の拡大高齢化の進展



○足の確保そのものはもちろん、行動の自由がなくなるおそれがあるとの不安感の解消が重要

○自分の意思・自分の足で買い物・病院・役場などに行けることが元気で生活することに不可欠

○足がなくなると自宅にひきこもらざるを得なくなる⇒福祉介護の問題

地域公共交通の活性化が必要とされる理由

○マイカーに過度に依存したところはにぎわいがない。人々がぶらぶら歩く地域はにぎわいあり。

○スプロール化の防止、コンパクトシティの実現

○中心市街地・商店街の活性化、観光振興にも公共交通活性化は欠かせない

○環境対策・地球温暖化防止の面でもマイカーに比べ、電車・バスは環境負荷が低い。

○渋滞防止に役立つ

○70～80歳になるとクルマの運転困難、公共交通がないと免許の返上もできない。

○事故防止の観点からも、電車・バスの利用促進が望ましい。

○地方の人はほんの数百メートルでもクルマに乗る傾向あり。⇒健康維持にも電車・バス利用

足 の 確 保

地域の活性化・まちづくり足の確保

環境対策・渋滞防止

事故防止・健康維持



地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号）
－主体的に創意工夫して頑張る地域を総合的に支援－

スキーム概要

市町村

公共交通事業者※

道路管理者

住民＊

法定協議会

港湾管理者

公安委員会

※鉄道、軌道、バス、タクシー、旅客船等 等

国に よ る総合的支援

・協議会の参加要請応諾義務
（＊公安委員会、住民は除く）

・計画策定時のパブリックコメント実施
・計画作成等の提案制度

・協議会参加者の協議結果の尊重義務

予算上の支援・配慮法律上の特例措置

【地域公共交通特定事業】
・ＬＲＴの整備 ・ＢＲＴの整備、オムニバスタウンの推進
・海上運送サービスの改善 ・乗継の改善 ・地方鉄道の再構築、再生

平成１９年１０月１日施行

駅

駅

駅

駅

乗合タクシーやコミュニティバス

鉄道活性化 乗継円滑化

海上運送高度化

ＬＲＴ整備

ＢＲＴ整備

地域の関係者が地域公共交通について総合的に検討し、

地域公共交通のあらゆる課題について、当該地域にとっ
て最適な公共交通のあり方について合意形成を図り、合
意に基づき各主体が責任を持って推進。国は、これを総
合的に支援。

地域公共交通総合連携計画

学校・病院等



地域公共交通活性化・再生総合事業
２２年度予算額
４０．２億円

◇ 鉄道、バス・タクシー、旅客船等の実証運行（航）
・ 鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・ コミュニティバス・乗合タクシーの導入、路線バス活性化の実証運行
・ 空港アクセス改善（空港アクセスバスの実証運行等）
・ 旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更等の実証運航 等

◇ 車両関連施設整備等
・ バス車両購入費、車両・船舶関連施設整備、バス停等待合環境整備、
デマンドシステムの導入、ＬＲＶ（低床式軌道車両）の導入 等

◇ スクールバス、福祉バス等の活用
◇ 乗継円滑化等

・ 乗継情報等の情報提供、ＩＣカード導入、Ｐ＆Ｒ・Ｃ＆Ｒの推進 等

◇ 公共交通の利用促進活動等
・ レンタサイクル、イベント、広報、乗継割引運賃・周遊切符等の
システム設計 等

◇ 新地域旅客運送事業の導入円滑化
◇ その他地域の創意工夫による事業

（例） 地域公共交通活性化・再生総合事業計画 （３年）

地域公共交通活性化・再生法の目的を達成するため、同法を活用し、地域の多様なニーズに応えるために、鉄道、バス・タクシー、旅客
船等の多様な事業に取り組む地域の協議会に対し、パッケージで一括支援することにより、地域の創意工夫ある自主的な取組みを促進す
る。

＜制度の特徴＞
【計画的取組の実現】
・計画に対する補助で、計画的な事業実施が可能

【協議会の裁量確保】
・事業をパッケージで一括支援
・メニュー間、年度間における柔軟な事業の実施

【地域の実情に応じた支援の実現】
・地域の実情に応じた協調負担の実現

【事業評価の徹底】
・成果を事後評価し、効率的・効果的な事業実施を確保

＜補助率等＞

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 （平成１９年１０月１日施行）

・ 協議会の参加要請応諾義務
・ 計画策定時のパブリックコメント実施
・ 計画作成等の提案制度
・ 協議会参加者の協議結果の尊重義務

地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための計画

市町村が策定

市町村 公共交通事業者 地元企業 住民

商店街の人々 ＮＰＯ等住民団体 等学校・病院等

取組支
援

＜制度の特徴＞

法定協議会

地域公共交通総合連携計画（法定計画）

うち協議会が取り組む事業

地域公共交通活性化・再生総合事業による支援

策定支援
①「地域公共交通総合連携計画」
（法定計画）策定経費 定額

②総合事業計画に定める事業に
要する経費

・実証運行（航） １／２
・実証運行（航）以外の事業 １／２ ※
※政令市が設置する協議会の取り組む
事業 １／３

協議会が策定



茅野市・原村

大桑村
駒ヶ根市

松本市四賀

小松市

野々市町

阿賀野市

五泉市

魚沼市

七尾市

長野市他８市町村
　（しなの鉄道）

川上村

三条市

見附市

胎内市

柏崎市

上越市

新発田市

粟島浦村

佐渡市 佐渡航路

津南町

安曇野市

伊那市

上田市
千曲市

飯田市

南木曽町

上松町

木曽町

須坂市

中野市

生坂村

青木村

阿智村

飯田市他１３町村阿南町他４村

松川町

松本市西部

朝日村

白馬村

立科町

豊丘村

滑川市小矢部市

富山市

富山市他８市町村

金沢市

加賀市

内灘町

　　・・・地域公共交通総合連携計画策定のための調査事業(６件)

　　・・・地域公共交通活性化・再生総合事業計画(５７件)

長野市

平成２２年度（平成２２年　　月　　日現在）

長野市他２市
　（長野電鉄屋代線）

魚津市

村上市

珠洲市

穴水町

能登町

小諸市

高岡市・射水市

黒部市

信濃町

岡谷市

白山市

平成２２年度 支援事業実施予定箇所 （平成２２年 ５月２６日現在）

●調査事業

（「地域公共交通総合連携計画」を策定するための調査事業）

６件 （新潟県：１件 長野県：２件 富山：２件 石川県：１件）

●計画事業

（「地域公共交通総合連携計画」に定められた取組みを実施するための事業）

５７件 （新潟県：１３件 長野県：３０件 富山県：５件 石川県：９件）

北陸信越運輸局管内における

地域公共交通活性化・再生総合事業の活用状況



地域公共交通総合連携計画

地域公共交通活性化・再生総合事業計画 地方運輸局長認定

1年目

2年目

3年目

地域公共交通総合連携計画に位置付けら
れた事業のうち、法定協議会が実施の決
定、進捗等管理等を行う事業

（例）
・公共交通の利用促進活動（レンタサイクル、
イベント、広報、乗継割引運賃・周遊切符等
のシステム設計等）
・鉄道の増便・ダイヤ変更等の実証運行
・コミュニティバス・乗合タクシーの導入、路線
バス活性化等のための実証運行
・旅客船の航路再編・増便・ダイヤ変更の実
証運航

年間事業一括支援

評価

年間事業一括支援

アドバイス

年間事業一括支援

評価 アドバイス

地域公共交通活性化・再生総合事業推進フロー

国土交通大臣・総務大臣へ送付

法定協議会

２１



事業評価の意義

地域公共交通活性化・再生総合事業費補助金の目的は、同補助金を活用して、「地域の創意工夫あ
る自主的な取組みを促進し、地域公共交通の活性化及び再生を図ること」であり、終局的には同補助
金の交付期間中、トライ＆エラーを繰り返す中で運用の改善、目標の引き上げ等を行い、４年目から
は地域の負担のみで自立的に運営できる、地域にあった公共交通を確立して頂くことが目的。

総合事業の目的

事業評価の意義

○事業評価は、上記の目的を達成するための非常に重要な過程。

○実証運行等で得た結果を踏まえ、本格運行を見据え、次年

度事業の実施に向けた見直し、改善等を検討するために行う
ものであり、以下の観点から必要不可欠な取組み。
①近い将来に持続可能な地域公共交通体系を確立するため
②地域住民等に対する成果・課題の説明と理解を得るため
③将来に渡って地域公共交通を継続的に改善（スパイラルアップ）

させるため

○事業評価を行う前提として必要となるのは以下の点で、

可能な限り成果を数値化することが望ましい。（詳細は次頁）
①公共交通の目指す目的の明確化
②目的の達成度を評価するための評価指標・評価基準の設定
③一定期間毎の達成目標の設定

○特に上記②は、継続的に事業評価を行うため、簡易に計測でき

る定量的な指標を用いることがポイント。指標の計測作業が困難
である場合や負担が大きいとＰＤＣＡサイクルが持続できない。 「コミュニティバスの事業評価の手引き」

（H21 コミュニティバス等評価プログラム策定調査検討会）より引用



事業評価の実施のポイント

調査事業・計画事業、いずれの事業評価の項目も多岐に渡るが、特に重要な点は以下の通り。

事業評価実施の要点

（関連する評価項目）
【調査事業】評価項目Ⅱ２①、Ⅲ１②
【計画事業】評価項目Ⅲ①

［解説］

① 連携計画の中で記載され
ている目的・目標に対応し
て、一定期間毎に定量的な
目標値を設定すること。（必
ずしも連携計画上に記述す
る必要はなし。）

② 可能な限り、目的毎に複
数の目標値を定めると共
に、事業終了時の目標値
も設定することが望ましい。

（関連する評価項目）
【調査事業】評価項目Ⅱ２①、Ⅲ１②
【計画事業】評価項目Ⅲ①

［解説］

① 目標値の設定と合わせて、事
業の効果や影響を正確に把握・
評価するための、評価方法、評
価基準を設定すること。

②定められた評価指標・評価基
準に則って、目標の達成度合い
を確認し、期間毎に要因分析や
改善策の検討等を行うこと。

③ 評価方法・評価基準を設定す
るに当たっては、人的にも財政
的にも負担の掛からない、簡易
な手法を選択すること。

１．目標の設定

調査事業・計画事業、それぞれの事業評価の項目は以下の通り。

事業評価項目の概要

IV 住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

III 自立性・持続性
II  連携計画策定調査の総合性・整合性

I 総合評価

V 住民の参加等による地域関係者の実質的な合意形成

IV 自立性・持続性

III 具体的成果
II  計画事業の実施

I 総合評価調査事業に係る事後評価の大項目
計画事業に係る事後評価の大項目

２．評価・分析

（関連する評価項目）
【計画事業】評価項目Ⅳ１①②

［解説］

① 翌年度事業の検討に当
たっては、２．の評価・分析も
踏まえ、本格運行に向けた課
題・問題点を把握し、より適切
な事業内容となるよう見直しを
行うこと。

② 目標の達成度合いが低
かったにも関わらず、翌年
度も同じ事業内容を実施す
る結論に至った際には、特に
その理由を整理し、明確にし
ておくこと。

３．問題点の把握・見直し

（関連する評価項目）
［調査事業］評価項目Ⅲ２①
【計画事業】評価項目Ⅳ２①③

［解説］

① 次年度事業はもちろん、可能
な限り早期に本格運行に向け
た財源についても議論を行い、
関係者の大まかな負担割合や
その目途を明らかにすること。

②財源確保は、持続可能な公
共交通を確立する上で極めて
重要な要素であり、特に運賃
収入等の利用者負担は重要な
収入項目であることから、収支
率等の指標により目標値を定
めて運営することが望ましい。

４．財源の検討
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２．道路運送法等に基づく自家用有償運送等の手続き

以下の資料は、実務で必要となる法令手続きを概観するために作成しており、
法令、通達等の文言を用いていない表現が含まれておりますので、予めご了承下さい。



自家用自動車による有償運送について
～道路運送法等の概略～

１．災害のため緊急を要する時

運輸支局
の登録が
必要

運輸支局
の許可が
必要

３．公共の福祉を確保するためやむをえない場合
•自らの施設への送迎（幼稚園・学校等）

•4条（福祉輸送限定）又は43条（特定）と契約するﾍﾙﾊﾟｰ等による運送

特定非営利活動法人等が定員11人未満の自動車を使用して行う、次に掲げる者のうち
他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーそ
の他の公共交通機関を利用することが困難な者であって、名簿に記載されている者及び
その付添人の運送

身体障害者、介護保険法の要介護者・要支援者、その他肢体不自由、内部障害、
知的障害、精神障害その他の障害を有する者

（３）福祉有償運送

２．自家用有償旅客運送
市町村・特定非営利活動法人等が、市町村の区域内の住民の運送を行うとき

特定非営利活動法人等が、過疎地域その他これに類する地域において行う当該地域内
の住民等がその地域内で日常生活に必要な用務を反復継続して行う者であって、名簿に
記載されている者及び同伴者の輸送。

市町村が専ら当該市町村の区域内で住民の
生活交通を確保するため自ら行う運送

（２） 過疎地有償運送

（１）市町村運営有償運送 特定非営利活動法人・公益法人・農業協同組合・
消費生活協同組合・医療法人・社会福祉法人・
商工会議所・商工会・認可地縁団体



自家用有償旅客運送の手続き等

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者

（
市
町
村
・
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
）

運
輸
支
局

登録申請
名称住所代表者、運送の種別、路線または運送の区域、配置車両数、運送する旅客の範囲
を記載。運行の管理体制、地域公共交通活性化再生法に基づく法定協議会・地域公共交通
会議・運営協議会の合意等の添付書類が必要

登録の拒否 申請者の欠格、地域公共交通会議・運営協議会の合意がない等

利
用
者

登録の実施
登録簿に登録･登録証の交付・登録番号の付与

登録の有効期間：登録から2年、
有効期間内に重大事故･各種命令を受けなかった場合は3年

対価の掲示・説明、輸送の安全・
旅客の利便の確保

有効期間の更新申請・変更申請・変更届・業務の廃止届

命令・業務の停止・取り消し等の行政処分

対価の支払い

○運営協議会

主宰する市町村長又は県知事、旅客運送業者及び団体、住民又は旅
客、運輸局（支局）長、旅客運送運転者の団体、必要に応じ道路管
理者、県警、学識経験者で構成

主宰する市町村長又は県知事、旅客運送業者及び団体、住民又は旅
客、運輸局（支局）長、旅客運送運転者の団体、地域で有償運送し
ているNPO等、必要に応じ学識経験者で構成

協議依頼

事故の報告・輸送実績報告

協議が調った場合
合意の解除通知

（運営協議会に対する）行政処分の通知

○地域公共交通会議

※上記の会議は、法令上の要件を満たすものである限り
地域公共交通活性化・再生法に基づく法定協議会を
兼ねることが可能。

（市町村運営の場合）

（特定非営利活動法人
等運営の場合）



１．市町村運営有償運送施行規則・通達・公示関係

過疎地域や一部の都市地域などの交通空白地帯において、乗合バス事
業によっては住民の生活の足を確保することが困難となっている場合に
おいて、市町村自らが住民の足の確保を図るために運送を行うもの。

住民のうち身体障害者等の会員に限定した輸送であって、原則としてドア・ツー・

ドアの個別輸送

市町村名義（リース可） 市町村名義（リース可）

路線を定めて行う。デマンド輸送の場合でも、基本となる路線を
定める。

市町村の区域を運送の区域とする。旅客の発地又は着地のいずれかが
運送の区域にあること

当該市町村に在住する住民及びその親族、その他当該市
町村に日常の用務を有する者。

当該市町村の住民のうち移動制約者等であって、当該市町村に会員
登録を行った者。

市町村が、専らその区域内で、住民の生活交通を確保するため自ら行う輸送

市町村が主宰する地域公共交通会議（分科会を含む）の合意が必要

より難い場合：撤退前のバス運
賃等を参考に出来る

より難い場合：対価について一般タクシー運賃の１／２
を目安に、対価以外は一般タクシーを参考に出来る

輸送実績報告（年１回（福祉輸送の場合会員名簿を添付））・事故報告（その都度）

対価の提示と説明
対価を事務所に掲示

運輸支局への報告

乗務記録安全運転のための
確認の実施記録 事故記録

運転者台帳 車両表示の実施
（名称・「有償運送車両」･登録
番号）登録証の写しを備置

整備管理・事故・
苦情処理体制の整備

・全ての事業所で運行管理の責任者が必要（代務者選任可）
・バス事業者等に運行委託する場合、受託先で運行管理責任者を選任
・運行前の安全運転のための確認、指示は対面で実施

運行管理の体制

運行管理者基礎講習修了

旅客運行管理者資格者証所持

バス1両・その他5両以上の場合は、次に該当する者

運行管理の実務1年以上の経験

運行管理の責任者の資格

安全運転管理者の資格

交通空白輸送 市町村福祉輸送

運転者の要件

使用車両

路線

旅客の範囲
旅客の範囲

運送区域

使用車両

寝台・車いす・兼用・
回転ｼｰﾄ

セダン等(貨物×)

軽可

バス×バス セダン等

運転者の要件

1種免許2年間停止のない者で大臣認定講習（市町村
等運転者講習)の受講者又は(社)日本自家用自動車管
理業協会自家用自動車運転士専門校運転サービス士
科の修了者

2種免許が有効な者（経過規定あり）

※１人身事故等を起こした場合、適性診断を受診
※２運行委託も同様の資格が必要

セダン等はさらに次の要件のいずれかを備えた者

大臣認定講習(セダン等運
転者講習）の受講者

(社)全乗連等のケア輸送サー
ビス従事者研修修了者

介護福祉
士

（経過規定あり）

2種免許が
有効な者

1種免許2年間停止のない者で大臣認定講習（福
祉運転者講習）の受講者又は(社)全乗連等のケア輸
送サービス従事者研修の修了者

燃料費その他の費用を勘
案して実費の範囲内

旅客にとって明確
であること。

合理的な方法によ
り定められ

対価

移動制約者の移動を容
易にするもの可 対価を事務所に掲示

車内掲示
（運送者名称、運転者氏名、
自動車登録番号、対価）苦情処理簿

県又は県が指定する者が行う介護員養成研修、又は居宅介護の提供
者として厚労大臣が定めた研修を修了し、証明のある者

※１人身事故等を起こした場合、適性診断を受診
※２運行委託も同様の資格が必要



2．過疎地有償運送施行規則・通達・公示

市町村又は都道府県が主宰する運営協議会（分科会を含む）の合意が必要

タクシー等の公共交通機関によっては住民に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる
場合において、特定非営利活動法人等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によっ
て自家用自動車を使用して、当該法人等の会員等に対して行う輸送サービス

乗務員証

乗務記録
安全運転のた
めの確認の実
施記録

事故記録

運転者台帳 車両表示の実施
（名称・「有償運送車両」･
登録番号）登録証の写しを
備置会員名簿

整備管理・事
故・苦情処理
体制の整備

損害賠償措置 任意保険等の加入義務

対人８千万円
対物2百万円

旅客もカバー

過疎地有償運送に用いる
全車両を対象とすること

法人等が所有する自動車及びボランティア個人の持込みの自動車（過疎地有償

運送を実施する間、自家用有償旅客運送者が使用権原を有するもの）

使用車両

やむをえない場合を除き乗用自動車軽可バス可

運転者の要件

2種免許が
有効な者

（経過規定あり）

※人身事故等を起こした場合、適性診断を受診

市町村を単位とする
運送の区域

旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域
にあること

旅客の範囲
次に該当する法人等の旅客会員及びその同伴者

過疎地その他これに類する地域において、当該地域の住民とその親族、当該地域内において官公庁・
病院・その他施設を利用する者、その他当該地域において日常生活に必要な用務を反復継続して行う
必要がある者

輸送実績報告（年１回）・事故報告（その都度）運輸支局への報告

対価

運営協議会の合
意が必要

営利に至らない範囲として、当該地域におけるタク
シーの上限運賃の概ね１／２を目安に、また地域の
バス運賃を参考にする事が出来る。

燃料費その他の費用を勘
案して実費の範囲内

旅客にとつて明確
であること。

合理的な方法によ
り定められ

旅客に対し予め
提示し説明する
必要

車内掲示
（運送者名称、運
転者氏名、自動車
登録番号、対価）

苦情処理簿

1種免許2年間停止のない者で大臣認定講習（市町村等運転者講習)の受講
者又は(社)日本自家用自動車管理業協会自家用自動車運転士専門校運転サービ
ス士科の修了者

・全ての事業所で運行管理の責任者が必要（代務者選任可）
・バス事業者等に運行委託する場合、受託先で運行管理責任者を選任
・運行前の安全運転のための確認、指示は対面で実施

運行管理の体制

運行管理者基礎講習修了

旅客運行管理者資格者証所持

バス1両・その他5両以上の場合は、次に該当する者

運行管理の実務1年以上の経験

運行管理の責任者の資格

安全運転管理者の資格

自家用有償旅客運送
者の法令違反が原因
の事故について免責
となっていないこと

期間中の支払額に制限が
ないこと



３．福祉有償運送施行規則・通達・公示

タクシー等の公共交通機関によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合
において、特定非営利活動法人等が実費の範囲内であり、営利とは認められない範囲の対価によって乗車定員１１人未満の自家
用自動車を使用して、当該法人等の会員等に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サービス

旅客の範囲

法人等が所有する自動車及びボランティア個人の持込みの
自動車（福祉有償運送を実施する間、自家用有償旅客運送
者が使用権原を有するもの）

使用車両

寝台・車いす・兼用・回転ｼｰﾄ セダン等（貨物×）

軽可 バス×

市町村を単位とする
運送の区域

旅客の発地又は着地のいずれかが運送の区域にあること

運転者の要件

2種免許が有効な者

（経過規定あり）

※人身事故等を
起こした場合、
適性診断を受診

大臣認定講習(セダン等運
転者講習）の受講者

介護福
祉士

単独でタクシーその他の公共交通機関を利用す
ることが困難な者であって、法人等の旅客会員
に該当する次に掲げる者及びその付添人

身体障害者

要介護認定者
要支援認定者・肢体不自由者・内部障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・自閉症・学習障
害者のうちの介助（付添、見守り等を含む）によらずにはタクシー等公共交通機関の利用が困難な者

身体状況等を踏まえ、運営協議会において輸送の対象とすることが適当である旨、確認が必要

1種免許2年間停止のない者で大臣認定講習（福祉運転者講習）の受講者又は(社)全乗
連等のケア輸送サービス従事者研修の修了者

(社)全乗連等のケア輸送
サービス従事者研修修了者

県又は県が指定する者が行う介護員養成研修、
又は居宅介護の提供者として厚労大臣が定め

た研修を修了し、証明のある者

セダン等はさらに次の要件のいずれかを備えた者

輸送実績報告（年１回）・事故報告（その都度）運輸支局への報告

対価

運営協議会の合
意が必要

営利に至らない範囲として、当該地域におけるタクシーの
上限運賃の概ね１／２を目安にすることが出来る

燃料費その他の費用を勘
案して実費の範囲内

旅客にとつて明確
であること。

合理的な方法によ
り定められ

旅客に対し予め
提示し説明する
必要

乗務員証

乗務記録
安全運転のた
めの確認の実
施記録

事故記録

運転者台帳 車両表示の実施
（名称・「有償運送車両」･
登録番号）登録証の写しを
備置会員名簿

整備管理・事
故・苦情処理
体制の整備

損害賠償措置 任意保険等の加入義務

対人８千万円
対物2百万円

旅客もカバー

過疎地有償運送に用いる
全車両を対象とすること

車内掲示
（運送者名称、運
転者氏名、自動車
登録番号、対価）

苦情処理簿
自家用有償旅客運送
者の法令違反が原因
の事故について免責
となっていないこと

期間中の支払額に制限が
ないこと

・全ての事業所で運行管理の責任者が必要（代務者選任可）
・バス事業者等に運行委託する場合、受託先で運行管理責任者を選任
・運行前の安全運転のための確認、指示は対面で実施

運行管理の体制

運行管理者基礎講習修了

旅客運行管理者資格者証所持

5両以上の場合は、次に該当する者

運行管理の実務1年以上の経験

運行管理の責任者の資格

安全運転管理者の資格

市町村又は都道府県が主宰する運営協議会（分科会を含む）の合意が必要
運営協議会が必要と認めた次の場合は複数乗車を認める 透析患者の透析のための輸送 知的障害・精神障害の施設送迎等の場合



３．交通基本法の検討状況について



交通基本法の制定と関連施策の充実に向けて －中間整理のポイント－

 すべての人々が健康で文化的な最低限度の生活を営む
ために必要な「移動権を保障」すべき。それには、地域公
共交通を維持・再生し、活性化することが必要。

 住民、自治体、交通企業などの地域の関係者が望まし
い姿を構想し、持続可能な方策を構築することが基本。

 国の支援措置は地域の自主性を尊重することを基本に
拡充・再構築が必要。

 国の補助制度は、予算を拡充するとともに、地域の協議
会の自主的な取組み対して一括交付する仕組みへ。

 交通分野において、健常者が移動困難者
を支え合う「共助」の視点を加え、「公助」の
内容を大幅に拡充すべき。

出典：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所資料

＜65歳以上（高齢人口）比率＞(%)

2030年
32%

2005年
20%

【デマンド交通】

1/3

1/9

旅客輸送
（人キロ当たり

CO2-g）

高齢化の進展 公共交通の低いサービス水準

50.8%
42.2%
38.7%

増発・路線の工夫等の
公共交通利便性向上

中心市街地への施設
集積とアクセス向上

小回りの利く交通
サービスの実現

（％）

地球環境問題への対応の必要性

2倍
2.3倍 2.5倍

割高な運賃
バリアフリーも道半ば

 交通網の充実により、人々がたくさ
ん集まり、「賑わい」のある、「住ん
でよし、訪れてよし」の魅力的なま
ちづくり、地域おこしへ。

 「幹線交通網の総点検」により、今
後の幹線交通体系を総合的な視点
から再検討。

 都市内、都市間の交通網は、日本
国民のみならず、訪日外国人に
とっても必要であり、世界の公共材。
日本発の新しい交通技術を海外に
も普及へ。

 経済的誘因（インセンティブ）等により、環
境にやさしい交通体系の実現が必要。自
転車、バス、路面電車、鉄道などが充実し
た「歩いて暮らせるまち」へ。

 法律、予算、税制を組み合わせた通勤交
通のグリーン化を推進すべき。

 経済的誘因や交通規制の活用による都市
部の渋滞対策が必要。

 効率的な輸送機関を荷主が選択する魅力
や誘因の充実により貨物輸送の自営転換
やモーダルシフトを推進。

 環境負荷の少ない都市・国土構造に誘導。

移動権の保障と支援措置の充実 環境にやさしい交通体系の実現 地域の活力を引き出す交通網の充実

2050年
40%

• くるまを使える者と使えない者の間に発生している「交通の格差社会」を解消し、急速な高齢化が進むなかで人々の社会参加の機会を確保していくた
めには、移動する権利を位置づけていくことが必要ではないか。

•環境にやさしい交通手段に転換していくと同時に、交通網の充実により地域の活性化につなげていくことが必要ではないか。

出典：20年度国土交通白書 全国無作為抽出調査（地方部の集計結果）より

具体的ニーズ

＜輸送機関別のCO2排出原単位＞
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問題意識

＜JR（地方）の運賃を1とした場合の水準＞
不満

公共交通に対する不満度
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出典：国土交通省資料
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